【技術者変更届用】

（様式１－４）

５－１　技術者保有人数

	従業員実数
	（変更前）

	（変更後）

	
	補償コンサルタント業務
	実務経験者、同等認定者又は

補償業務管理士
	

	申請業務の技術者実数
	
	
	
	
	一級建築士
	

	
	
	
	二級建築士
	

	
	
	
	不動産鑑定士
	

	測量業務
	測量士
	（変更前）

	（変更後）

	
	
	不動産鑑定士補
	

	
	測量士補
	
	
	
	
	土地家屋調査士
	

	
	計
	
	
	
	
	司法書士
	

	土木関係建設コンサルタント業務
	技術士又は同等認定者
	
	
	
	公共用地経験者
	

	
	ＲＣＣＭ
	
	
	
	計
	

	
	コンクリート診断士
	
	
	建築関係建設コンサルタント業務
	一級建築士
	

	
	一級建築士
	
	
	
	二級建築士
	

	
	農業土木技術管理士
	
	
	
	木造建築士
	

	
	林業技士（森林土木）
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	

	地質調査業務
	実務経験者、同等認定者又は技術士
	
	
	
	計
	

	
	地質調査技士
	
	
	環境調査業務
	技術士又は同等認定者
	

	
	さく井技能士
	
	
	
	環境計量士
	

	
	計
	
	
	
	計
	


注１　記載に当たっては、別紙「技術者保有人数の記入に当たっての留意事項」及び次の各注意事項に従い、適正に記載してください。
注２　常勤の者（代表者等役員を含む。）の人数を記載してください。
注３　登録を申請する業務のみ、該当項目に人数を記載してください。

（別紙）

技術者保有人数（様式１－４）の記入に当たっての留意事項

　測量士及び測量士補の保有状況の変更届の提出に当たっては、次により測量業務に従事している「常勤の職員」のみを適正に記入してください。
１　常勤の職員について
　　「常勤の職員」とは、原則として次の条件に該当する者をいい、該当しない場合は常勤の職員として認められませんので、御注意ください。
　(1) 社会保険適用事業所の場合は、社会保険加入者
　(2) 社会保険適用事業所でない場合は、雇用保険の被保険者で、おおむね常時月２０日以上勤務している者
２　複数の資格を有する技術者の取扱いについて

　「測量士」と「測量士補」の資格を重複して有している場合は、「測量士」の資格のみを記入してください。
３　技術者の資格について
　　測量業務の技術者については、次の条件に合致する者の人数を記載してください。
　　　測量士　・・・測量法の規定による登録を受けた測量士又は測量士補を記入
　　　測量士補
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